
報告第8号

平成26年5月19日

尾道市議 会 議 長 藤 本 友行様

専決処分の報告について

尾道市長平谷祐宏

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、
尾道市報酬及び費用弁償に関する条例及び非常勤の職員の報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり専決処分したので、同条第
2項の規定により、これを報告する。
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専決処分書

地方自治法（昭和22年法律第67割第180条第1項の規定により、

次のとおり専決処分する。

理由

平成26年3月25日

尾道市長平谷祐宏

尾道市報酬及び費用弁償に関する条例及び非常勤の職員の報酬
‘、

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例側綱

土臓社会における共生の実現に向けて新たな障害保偶罫冨祉施策を講fずるた

めの関係法律の整備に関する法律（平成24年法律第51割により障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第

123罰の一部が改正されたことに伴い、引用する字句を改める必要が生

じたので、専決処分するものである。
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